
東北地方整備局からの情報提供

○特定都市河川浸水被害対策推進事業の拡充

○国土交通省と総務省協調による各種地方債
・緊急自然災害防止対策事業債（緊自債）
・緊急浚渫推進事業債（浚渫債）
・公共施設等適正管理推進事業債（公適債）

○新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）

令和７年６月

東北地方整備局 河川部 地域河川課
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・

○ 令和６年７月、大和川流域で全国初の貯留機能保全区域の指定がなされるなど、特定都市河川に
おける流域の取組は、今後より一層期待されるところ。

○ 流域治水の更なる推進を図るため、流域関係者による合意形成を進めながら、流域水害対策計画
の実効性を高める取組に支援する。

・令和６年７月に、奈良県が大和川流域において、全国で
初めて特定都市河川浸水被害対策法に基づく貯留機能
保全区域を指定。

・流域の被害最小化に向けては、河川整備の加速化に加え、

低平地の開発抑制による被害対象の減少
対象沿川の土地が有する保水・遊水機能を保全・活用
した流域における対策の推進

など、流域の関係者が一体となった取組を全国で推進す
ることが重要。

・一方で、流域の関係者の更なる取組を促進するためには、
地域における合意形成を進め、流域水害対策計画に基
づく取組の実効性を高めることが必要。

・流域水害対策計画に基づく取組の実効性を高めるためには、計画
策定後、目標達成に向けた対策の具体化や合意形成を進めること
が重要であり、早期の関係者合意形成を図るため、これらの取組
に対して計画策定から５年以内に限り、新たな支援を実施。

＜特定都市河川浸水被害対策法に基づく対策実施の流れ＞

背景・課題 新たな制度による対応

流域水害対策
計画の策定

(特定都市河川浸水
被害対策推進事業)

各主体による
流域対策の実施

(特定都市河川浸水被
害対策推進事業 等)

流域対策の具体化や合意形成に
必要となる調査・検討※

＜例＞
・貯留機能保全区域指定のための
調査・検討

・浸水被害防止区域指定のための
調査・検討

・雨水貯留浸透施設の整備のため
の調査・検討

新規支援

対象事業

拡充内容

事業名：特定都市河川浸水被害対策推進事業（補助）

事業主体：都道府県

国庫負担率：1/2等

貯留機能保全区域の記念碑
（奈良県川西町）

R6.7.30 奈良県知事定例記者会見

（左）川西町長 （右）田原本町長
（中）奈良県知事 30※流域対策と併せて実施することで効果が促進されるソフト対策についても支援

特定都市河川制度の活用による流域治水の取組推進 新 規 事 項 

４．流域総合水管理を
支える取組３．流域環境１．流域治水（河川） ５．令和6年能登半島地震を

            踏まえた取組の強化 ６．行政経費 ７．税制特例措置の延長
８．独立行政法人

水資源機構２．水利用
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公共施設等適正管理推進事業債
【事業期間】
令和４年度～令和８年度

【地方財政措置】
起債充当率９０％ 交付税措置率３０～５０％

緊急浚渫推進事業債
【事業期間】
令和７年度～令和１１年度

【地方財政措置】
起債充当率１００％ 交付税措置率７０％

防災・減災に資する河川改修等

緊急自然災害防止事業債
【事業期間】
令和３年度～令和７年度

【地方財政措置】
起債充当率１００％ 交付税措置率７０％

計画的な維持管理のための浚渫 河川管理施設の老朽化対策

【主な要件等】
地方単独事業として実施される事業のうち以下のもの

○国庫補助の要件を満たさない河川改修等

・総事業費１０億円未満の一級、二級河川の改修

・総事業費４億円未満の準用河川の改修

・普通河川の改修 など

○流域治水プロジェクトに位置づけられた流域対策

・雨水貯留浸透施設の整備、二線堤の築造

・移動式排水施設の整備 など

【主な要件等】
地方単独事業として実施される事業のうち以下のもの

○一級河川、二級河川、準用河川、及び普通河川に係る

浚渫

○農業用排水路に係る浚渫

【主な要件等】
地方単独事業として実施される事業のうち以下のもの

○排水機場、水門、樋門・樋管等の機能に致命的な影響を

与えない部分の改修

○樋門・樋管等において国庫補助の要件を満たさない規模

（事業費が概ね5千万円未満）の改修・更新
○護岸・堤防の改修

〇ダム本体及び周辺施設等において国庫補助の要件を満

たさない規模（事業費が概ね4億円未満）の改修・更新
Before After

二級河川における活用事例

Before After

準用河川における活用事例
移動式排水施設の整備

フラップゲートにおける活用事例

Before AfterBefore After

普通河川における活用事例

地方公共団体が管理する河川等に対する支援（地方債の活用事例）

○地方公共団体が単独で実施する「防災・減災、国土強靱化対策」および「公共施設等の老朽化対策」を推進するため、
地方債制度により、国土交通省と総務省が協調して支援を実施。
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令和5年度 水管理・国土保全局関係 予算概要（令和5年1月）より抜粋
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令和7年度地方財政対策の概要 より抜粋 （総務省自治財政局）
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令和4年度 水管理・国土保全局関係 予算概要（令和4年1月）より抜粋
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